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第１ 目的 
  この要綱は、土地の合理的な利用及び健全かつ有効な高度利用を促進し、快適で潤いのある安全・

安心のまちづくりを実現するため、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）

第５９条の２に基づく総合設計制度（容積率制限・斜線制限等の緩和）の許可の基本方針や一定の許

可要件等を定め、総合設計制度の積極的な運用を図り、市街地環境の整備改善に寄与する良好な建築

計画を誘導するものである。 

また、本市における総合設計制度では、高齢者、障害者等を含め、あらゆる人が自らの意思で参加

できる社会を形成する福祉のまちづくりと、中心市街地活性化基本計画の目標である「便利な生活環

境のもとで住み続けたい街づくり（街なか居住）」を推進するため、これらに寄与する建築計画を支

援する特段の容積率割増制度を創設する。 

 
 
 
 
 
 

第２ 許可の基本方針 
 この要綱に定める許可の要件は、総合設計制度に係る許可を受けようとする建築計画が満たしてお

かなければならない一般的な要件を示したものであり、実際の許可にあたっては総合設計制度の趣旨

や次に掲げる事項を考慮して総合的見地から個別に許可の適否を判断するものとする。 

 
１． 当該計画が、本要綱に従い、建築計画の内容、敷地の位置、敷地周囲の土地利用状況、都市

施設の整備の状況などを勘案し、多角的に検討された計画であること。 

２． 当該計画が、福祉のまちづくりに配慮され、あらゆる人が利用しやすい施設であること。 

３． 中心市街地における計画について、「便利な生活環境のもとで住み続けたい街づくり（街な

か居住）」の推進を図るため、次に掲げるいずれかの事項に配慮された計画であること。 

(1) 中心市街地における店舗や医療・文化施設等の入居による賑わいづくり 

(2) 中心市街地における良質な居住空間づくり 

(3) 中心市街地の緑化 

(4) 環境性能が優れた建築物ストックの形成 

(5) 都市防災強化 

(6) 良好な都市景観 
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第３ 用語の定義 
この要綱における用語の定義は、次に定めるところによる。 

(1) 計画建築物      総合設計の計画に係る建築物 

(2) 基準容積率      法第５２条に規定する容積率 

(3) 基準建ペい率     法第５３条に規定する建ペい率 

(4) 空地面積       敷地面積から建築面積を除外した面積 

(5) 空地率        空地面積の敷地面積に対する割合 

(6) 公開空地       第５に定める敷地内に確保する公開性の高い空地またはその部分 

(7) 基本係数、修正係数  公開空地の位置、形状及び地盤面からの高低差等によって、その有効性

の評価を加減する係数 

(8) 有効公開空地面積   それぞれの公開空地面積に基本係数と修正係数を乗じたものの合計 

(9) 有効公開空地面積率  有効公開空地面積の敷地面積に対する割合 

(10) 絶対高さ制限     法第５５条第１項による建築物の高さの制限 

(11) 道路斜線制限     法第５６条第１項第１号による道路からの高さの制限 

(12) 隣地斜線制限     法第５６条第１項第２号による隣地からの高さの制限 

(13) 北側斜線制限      法第５６条第１項第３号に規定する高さの制限 

(14)中心市街地       中心市街地の活性化に関する法律第 9条に基づく認定基本計画（平成２

０年３月１２日認定）に示された区域（区域図参照 ※赤色で着色された区域） 

(15)賑わい促進重点区域  中心市街地内で特に賑わいを促進する区域として別に定める区域 

（区域図参照  ※緑色で着色された区域及びその区域に面する敷地） 

(16)賑わい施設 店舗、劇場、映画館、病院、診療所、ホテル、幼稚園、保育園、図書館、

専門学校、大学、生涯学習施設などの中心市街地の活性化に資する施設 

(17)一般型総合設計    中心市街地再生型総合設計以外の総合設計 

(18)中心市街地再生型総合設計  

中心市街地の活性化に資する建築計画で次のいずれかに該当する建築

計画に適用する総合設計をいう。 

①賑わい創出型    賑わい施設の用に供する部分の床面積の合計が計画建築物の延べ面積

の２／３以上であること。 

②街なか居住型    住宅の用途に供する部分の床面積の合計が計画建築物の延べ面積の 

２／３以上であること。 

③賑わい併用居住型  住宅の用途に供する部分の床面積の合計が計画建築物の延べ面積の 

２／３以上であること。 

かつ、直接地上へ通ずる出入口のある階に賑わい施設を設置し、賑わ

い施設の用に供する部分の床面積の合計が当該階の延べ面積の概ね 

１／２以上又は前面道路に面した部分が概ね賑わい施設に利用されて

いること。 

(19)ＣＡＳＢＥＥ       建築物総合環境性能評価システム（新築） 

※解説：省エネや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮は

もとより、室内の快適性や敷地周辺への配慮なども含めた建

築物の品質・性能を総合的に評価し、格付けするシステム 
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第４ 許可要件 
１ 対象地域 

(1)一般型総合設計     ：用途地域の指定がある地域（中心市街地含む） 

(2)中心市街地再生型総合設計：中心市街地 

 
２ 敷地規模 

  計画建築物の敷地面積は、次の表の数値以上でなければならない。 

用途地域 敷地規模（㎡）

第１種低層住居専用地域・第２種低層住居専用地域 １，５００ 

第１種中高層住居専用地域・第１種住居地域・第２種住居地域 

準住居地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域 
１，０００ 

近隣商業地域・商業地域 ５００ 

 
 ３ 敷地形態 

   敷地は共同化等により、集約して規模の拡大を図り、できる限り整形のものとすること。 

 
４ 接道 

  計画建築物の敷地は、次の表に掲げる数値以上の幅員の道路に、当該敷地周長の１／６以上が接

していなければならない。 

 用途地域 道路幅員（ｍ）

第１種低層住居専用地域・第２種低層住居専用地域 

第１種中高層住居専用地域 

第１種住居地域・第２種住居地域・準住居地域・準工業地域 

６ 

近隣商業地域・商業地域・工業地域・工業専用地域 ８ 

 
５ 日影規制 

 計画建築物は、法第５６条の２及び福岡県建築基準法施行条例（昭和４６年福岡県条例第２９号。

以下「施行条例」という。）第２５条の２に基づく制限に適合するほか、基準容積率が２０／１０

以下の区域（日影規制のない準工業地域も含む）においては、平均地盤面から４ｍの高さの水平面

で、冬至日の真太陽時による午前８時から午後４時までの間において、原則として隣地に終日日影

となる部分を生じさせてはならない。 

  
６ 交通面の整備 

計画建築物は、下記の事項について施設整備などの対策を行わなければならない。ただし、計画建

築物の用途、当該敷地周辺の状況により、交通上支障のない場合は、この限りでない。 

・ 引越し、荷さばき、宅配、送迎等のための一時駐車施設及び駐輪施設の適切な台数確保。 

・ 車両出入口における見通しの確保、速度低減措置、ミラー設置等による安全対策。 

 
７ 衛生面の整備 

 計画建築物は、下記の事項について施設整備などの対策を行わなければならない。 

・ 雨水排水の低減対策。 

・ 周辺環境に配慮したゴミ置場設置。 
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８ 落下物対策 

落下物の可能性の高い各部分（共同住宅のベランダその他の部分で高さ１２ｍ超）から道路境界線・

敷地境界線・公開空地までの水平距離は、当該部分高さの１／２０以上かつ２ｍ以上としなければ

ならない。ただし、落下物に対する危険防止上有効な措置を講じられた部分については、この限り

でない。 

 
９ 建築物の環境性能 

計画建築物（延べ床面積２，０００㎡以上の建築物に限る。）は、ＣＡＳＢＥＥ（簡易版）による

評価制度による格付けにおいて「Ｂ＋」以上でなければならない。 

 
１０ 福祉のまちづくり 

福岡県福祉のまちづくり条例（平成１０年福岡県条例第４号。以下「福祉条例」という。）に規定

するまちづくり施設に該当する計画建築物は、福祉条例第１４条第１項の規定に基づき、同条例施

行規則（平成１０年福岡県規則第４１号。以下「福祉規則」という。）で定めた整備基準（以下「整

備基準」という。）に適合していなければならない。 

 
１１ 敷地内空地率の下限 

 計画建築物の空地率は、次の表に掲げる数値以上でなければならない。 

空地率の下限 
 

基準建ぺい率 

 容積率の割増の場合 

絶対高さ制限に関する

緩和又は道路斜線制限

等に関する緩和の場合 

５／１０ ６５％ ６０％ 

６／１０ ６０％ ５５％ 

７／１０ ５０％ ４５％ 

８／１０ ４０％ ３５％ 

９／１０ ３０％ ２５％ 

１０／１０ ２０％ １５％ 

注）道路斜線制限等とは、道路斜線制限、隣地斜線制限及び北側斜線制限をいう。 

 
１２ 公開空地 

（１） 敷地内に第５に定める公開空地を設けなければならない。 

（２） 敷地と前面道路が接する部分（歩行者専用道、幅員２．０ｍ以上の歩道等に接する部分を

除く）には、第５に定める歩道状公開空地を設けなければならない。 
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第５ 公開空地等 

１ 公開空地の定義 

公開空地とは、次の①～⑩のすべてに該当する（当該敷地周辺の状況等により対応が困難である場

合を除く）空地又は空地の部分（空地又は空地部分の環境の向上に寄与する植込み、芝、池等及び

空地の利便の向上に寄与する公衆便所等の小規模な施設に係る土地を含む）をいう。 

※ 次の２種類の公開空地を別途表記する項目については、一般的な公開空地とは別のものとし

て位置づける。 

・ 歩道状公開空地：道路と一体として利用可能な公開空地で、道路に沿って敷地の当該道

路に接する部分の全長にわたって設けられているもの（最小限必要な

車路のみによって分断されているものは、敷地の当該道路に接する部

分の全長にわたって設けられているものとみなす）。 

・ 貫通公開空地 ：敷地を貫通して道路、公園等を相互に有効に連絡する公開空地で見通

しが良いもの。 

① 歩行者が日常自由に通行し、又は利用できるもの（非常時以外において自動車が出入りする

敷地内の通路を除く。）であること。ただし、屋内に設けられるもの等で特定行政庁が認め

たものにあっては、深夜等において閉鎖することができる。 

② 公開空地は、可能な限り集約してまとまりのあるものとし、公開空地の最小幅員は４．０ｍ

以上、歩道状公開空地の最小幅員は２．０ｍ以上（前面道路に歩道等がある場合に限り最小

幅員１．５m以上）、貫通公開空地の最小幅員は２．０ｍ以上であること。 

③ 一の公開空地の面積は、次の表に掲げる数値以上であること。ただし、歩道状公開空地又は

貫通公開空地は、この限りでない。 

用途地域 一の公開空地の面積（㎡）

第１種低層住居専用地域・第２種低層住居専用地域 ３００ 

第１種中高層住居専用地域 

第１種住居地域・第２種住居地域・準住居地域 

準工業地域・工業地域・工業専用地域 

２００ 

近隣商業地域・商業地域 １００ 

④ 公開空地(貫通公開空地を除く)の全周の１／６以上が道路に接していること。 

⑤ 公開空地(歩道状公開空地及び貫通公開空地を除く)に接する道路との高低差が、６ｍ以内であ

ること。ただし、駅舎のコンコース、横断歩道等に連絡する公開空地等で、道路との高低差

が歩行者の利便に寄与するものは、この限りでない。 

⑥ 公開空地は、中高木の植栽や花壇等を設けるなど緑化を図らなければならない。この場合、

緑化された面積の公開空地の面積に対する割合（以下「緑化率」という。）は２０％以上で

あること。ただし、緑化により歩道上公開空地及び貫通公開空地の最小幅員確保が困難であ

る場合は、この限りでない。 

⑦ 公開空地は、ベンチ、街灯等を適宜設置すること。 

⑧ 公開空地の前面道路に接する部分は車両乗上げ対策等による安全対策を行うこと。 

⑨ 公開空地はバリアフリー対応とし、安全で利用しやすい計画とすること。 

⑩ 歩道状公開空地は、隣地に歩道状公開空地が設けられた場合に一体的利用ができるよう計画

すること。 
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２ 有効公開空地面積の算定 

 
有効公開空地面積 ＝ 公開空地面積 × 基本係数 × 修正係数  

 
① 基本係数  

基本係数  

中心市街地 

 

 
 
 

 
公開空地の種別 

 
用途地域の 

指定がある地域 

賑わい促進 
重点区域外 

賑わい促進 
重点区域内 

 
 

賑わい促進重点

区域内指定歩行

者専用道に接す

る部分 
(ｱ) 歩道状公開空地 
※幅が４ｍを超えるものにあっ

ては、幅が４ｍの部分に限る。 

※( )内の数値は、交差点と交差

点を結ぶ１ブロック全区間設け

られた場合。 

１． ３ 

 

（１．５） 

１． ４ 

 
 

（１．６） 

１． ５ 

 
 

（１．７） 

１．２ 

 
 
 

(ｲ) 貫通公開空地 
※幅が４ｍを超えるものにあっ

ては、幅が４ｍ部分に限る 

１．４ １．６ １．７ １．８ 

 貫通公開空地に面して

賑わい施設を設け、中

心市街地における回遊

性の促進に特に配慮さ

れた計画の場合 

－ － － ２．０ 

(ゥ) 公開空地面積 

500㎡以上で幅員６ｍ以上

の道路に接するもの 

※( )内の数値は、２以上の道路

（少なくとも１の道路幅員が

６ｍ以上）に周長の１／３以上

が接するもの 

１． １ 

 
（１．２） 

１． ２ 

 
（１．３） 

１． ３ 

 
（１．４） 

１． ４ 

（１．５） 

(ェ) 公開空地面積 

300㎡以上で幅員６ｍ以上

の道路に接するもの 

※( )内の数値は、２以上の道路

（少なくとも１の道路幅員が

６ｍ以上）に周長の１／３以上

が接するもの 

１． ０ 

 
（１．１） 

１．１ 

 
（１．２） 

１．２ 

 
（１．３） 

１．３ 

（１．４） 

(ォ) その他 
※(ｱ)～(ェ)に該当しない 

公開空地 

０．９ １．０ １．０ １．０ 

賑わい促進重点区域内指定歩行者専用道：国道２０９号線の歩道、市道 D106及び市道 D115（区域図参照） 
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② 修正係数  

公開空地の状態 修正係数 

(ｱ) 道路からの見通しが、隣地又は計画建築物によって妨げられるもの

（貫通公開空地及び貫通公開空地につながる公開空地を除く。） 
０．５ 

(ｲ) 公開空地の高さが、当該公開空地に面している道路と比べて１．５

ｍ以上高いもの又は３ｍ以上低いもの（地形上、道路から連続して高

さが変化するもの及び駅舎のコンコース、横断歩道橋等に連絡するも

の等で、道路との高低差が歩行者の利便に寄与するものを除く。） 

０．６ 

(ｳ) ピロティ、アーケード、アトリウム等の建築物又は建築物の部分（以

下「ピロティ等」という。）によって覆われている公開空地又は公開

空地の部分（気候条件等のためピロティ等に覆われていることが公開

空地の環境を向上させるものを除く。） 

※はりがない場合には床板下 

 

(a)はり下 １０ｍ以上 １．０ 

(b)はり下５．０ｍ以上 １０ｍ未満 ０．８ 

(c)はり下２．５ｍ以上５．０ｍ未満 ０．６ 

(d)はり下２．５ｍ未満 ０ 

(ェ) 公開空地や建築物等の意匠、形態等が当該公開空地の効用を増大

させ、市街地環境の整備改善に特に寄与すると認められるもの 
１．１～１．２ 

(ォ) 上記以外の公開空地又は公開空地の部分 １．０ 

 
 

３ 有効公開空地率の下限 

計画建築物の有効公開空地率は、次の表に掲げる数値以上でなければならない。 

基準建ぺい率 有効公開空地率の最低限度 

５／１０ ５／１０（５０．０％） 

６／１０ ７／１５（４６．７％） 

７／１０ ６／１５（４０．０％） 

８／１０ ５／１５（３３．４％） 

９／１０ ４／１５（２６．７％） 

１０／１０ ３／１５（２０．０％） 
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第６ 容積の割増し 
１ 容積の割増しを適用する計画建築物の要件 

容積の割増しに係る許可を受けようとする計画建築物は、第４の第１項から第１２項までのすべ

ての条件を満たしていなければならない。また、割増しに応じた条件について、将来にわたり適正

に維持管理されると認められるものでなければならない。 

 
２ 容積割増後の容積率の上限 

(1) 用途地域の指定がある地域 

・ 基準容積率４０／１０以上の場合：〔基準容積率＋１０／１０〕 

・ 基準容積率２０／１０以下の場合：〔基準容積率×１．２５〕 

(2) 中心市街地（賑わい促進重点区域外） 

・ 基準容積率４０／１０以上の場合：〔基準容積率＋１５／１０〕 

・ 基準容積率２０／１０以下の場合：〔基準容積率＋１０／１０〕 

(3) 中心市街地（賑わい促進重点区域内） 

・ 基準容積率４０／１０以上の場合：〔基準容積率＋２０／１０〕 

参考 容積割増後の容積率（基準容積率+割増容積率） 

中心市街地 
基準容積率 
〔％〕 

用途地域の 
指定がある地域 

〔％〕 
賑わい促進重点区域外 

〔％〕 
賑わい促進重点区域内 

〔％〕 
５００％ ６００％ ６５０％ ７００％ 

４００％ ５００％ ５５０％ ６００％ 

２００％ ２５０％ ３００％ － 

１００％ １２５％ － － 

８０％ １００％ － － 

 
３ 容積の割増後の延べ面積 

容積の割増後の延べ面積は、次のいずれかの式によって得られる面積を上限とする。 

■ 

■ 

β 
 

 

 
 
 
 

一般型総合設計      

延べ面積 ＝ A×ｖ×｛１+（Ｓ／A－０．１）×Kｉ×Kｊ×α｝ 

中心市街地再生型総合設計 

延べ面積 ＝ A×ｖ×｛１+（Ｓ／A－０．１）×Kｉ×Kｊ×α｝ + 
Ａ ：敷地面積 

ｖ ：基準容積率 

Ｓ ：有効公開空地面積 

S＝Σ （それぞれの公開空地面積×基本係数×修正係数)  
Kｉ：基準容積率に応じた割増し係数で表１に定めたもの 

Kｊ：用途地域及び敷地面積に応じた割増し係数で表２に定めたもの 

α ：一般型・中心市街地再生型総合設計において良好な建築計画に対する特例で、総合設計

の型により表３―１から表３－４に掲げる選択ポイントの合計に１を加えたもの（該当

しない場合は１とする） 

β ：中心市街地再生に特に寄与する施設整備に係る特例で表４に定めたもの 

９



 
表１ 【Ｋｉ】 

基準容積率（ｖ） 割増係数（Ｋｉ） 

ｖ＜１０／１０ ２／３ 

１０／１０≦ｖ≦５０／１０ （１７－ｖ）／２４ 

 
 
表２ 【Ｋｊ】 

用途地域 敷地面積(Ａ) 割増係数（Ｋｊ） 

５，０００㎡以上 ２  
第１種中高層住居専用地域、 
第１種住居地域、第２種住居地域、

準住居地域、準工業地域 
近隣商業地域、商業地域、 
 

５，０００㎡未満 

 
 
１＋ 

第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域 
工業地域、工業専用地域 

１ 

Ａ－Ａ’ 
５，０００－Ａ’ 

Ａ’：第４第２項の表で規定する用途地域に応じた敷地規模 

 
 
表３－１ 【α】一般型総合設計  〔選択ポイントの上限は０．１〕 

 ポイント 建築計画の状況等 

１ ０．１ 計画建築物が、「望ましい基準」に適合しているもの。 

「望ましい基準」：福祉条例第１４条第２項に基づき、福祉規則で定めた基準 
 

  表３－２ 【α】中心市街地再生型総合設計（賑わい創出型）〔選択ポイントの上限は０．５〕 

 ポイント 建築計画の状況等 

１ ０．１ 計画建築物が、「望ましい基準」に適合しているもの。 

２ 
０．１５ 

ＣＡＳＢＥＥによる評価制度による格付け「Ａ」であるものと

して、専門家による第三者認証を受けた計画建築物。 

３ 
０．２５ 

ＣＡＳＢＥＥによる評価制度による格付け「S」であるものと

して、専門家による第三者認証を受けた計画建築物。 

４ 
０．０５ 

オープンカフェテラス等を設け、特に賑わい創出に寄与すると

認められる屋外施設を設けたもの 

５ 
０．０５ 

イベント広場等として使用可能な公開空地（整形で 700㎡以上）

と設備を整備したもの 

６ 
０．０５ 

駐車施設を計画の内容及び当該地区周辺の交通状況等に応じ

て当該敷地内に必要な駐車・駐輪台数を確保したもの。 

 

 
１０



表３－３ 【α】中心市街地再生型総合設計（街なか居住型）〔選択ポイントの上限は０．５〕 

 ポイント 建築計画の状況等 

１ ０．１ 計画建築物が、「望ましい基準」に適合しているもの。 

２ 
０．１５ 

ＣＡＳＢＥＥによる評価制度による格付け「Ａ」であるものと

して、専門家による第三者認証を受けた計画建築物。 

３ 
０．２５ 

ＣＡＳＢＥＥによる評価制度による格付け「S」であるものと

して、専門家による第三者認証を受けた計画建築物。 

４ 
０．０５ 

屋上緑化・外壁緑化・太陽光発電等を設け、特に環境に配慮し

たと認められるもの。 

５ 

０．１ 

計画建築物が共同住宅等で、住宅の用途に供する部分の床面積

の合計が計画建築物の延べ面積の４／５以上であり、住戸専用

面積が７０㎡以上（賃貸の場合は６０㎡以上）の住戸が３／４

以上あるもの。 

６ 

０．０５ 

計画建築物が共同住宅等で、商業地域においては全住戸数の 

６０％以上、準工業地域においては１００％以上の駐車場が設

置されるもので、全住戸数の１５０％以上駐輪場が確保される

もの。 

７ 

０．１ 

計画建築物が共同住宅等で、駐車場が商業地域は全住戸数の 

１００％以上、準工業地域は１４０％以上、駐輪場は全住戸数

の２００％以上確保するもの。（６との併用不可） 

８ 
０．１ 

計画建築物が共同住宅等で、集会施設、サロン等の交流施設を

設けるもの。規模は原則として１戸あたり１．０㎡以上 
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表３－４ 【α】中心市街地再生型総合設計（賑わい併用居住型）〔選択ポイントの上限は０．７〕 

 ポイント 建築計画の状況等 

１ ０．１ 計画建築物が、望ましい基準に適合しているもの。 

２ 
０．１５ 

ＣＡＳＢＥＥによる評価制度による格付け「Ａ」であるものと

して、専門家による第三者認証を受けた計画建築物。 

３ 
０．２５ 

ＣＡＳＢＥＥによる評価制度による格付け「S」であるものと

して、専門家による第三者認証を受けた計画建築物。 

４ 
０．０５ 

屋上緑化・外壁緑化・太陽光発電等を設け、特に環境に配慮し

たと認められるもの。 

５ 

０．１ 

計画建築物が共同住宅等で、住宅の用途に供する部分の床面積

の合計が計画建築物の延べ面積の２／３以上であり、住戸専用

面積が７０㎡以上（賃貸の場合は６０㎡以上）の住戸が３／４

以上あるもの。 

６ 

０．０５ 

計画建築物が共同住宅等で、商業地域においては全住戸数の 

６０％以上、準工業地域においては１００％以上の駐車場が設

置されるもので、全住戸数の１５０％以上駐輪場が確保される

もの。 

７ 

０．１ 

計画建築物が共同住宅等で、駐車場が商業地域は全住戸数の 

１００％以上、準工業地域は１４０％以上、駐輪場は全住戸数

の２００％以上確保するもの。（６との併用不可） 

８ 
０．１ 

計画建築物が共同住宅等で、集会施設、サロン等の交流施設を

設けるもの。規模は原則として１戸あたり１．０㎡以上 

９ 

０．１ 

１階に賑わい施設を設置し、賑わい施設の用に供する部分の床

面積の合計が当該階の延べ面積の概ね１／２以上又は前面道路

に面した部分が概ね賑わい施設に利用されていること 

１０ 

０．１５ 

１階及び 2階に賑わい施設を設置し、賑わい施設の用に供する

部分の当該階における床面積の合計が１階については１階延べ

面積の概ね１／２以上かつ２階については概ね１／３以上であ

るもの、又は前面道路に面した１階及び２階部分が概ね賑わい

施設に利用されていること（９との併用不可） 

１１ 
０．０５ 

オープンカフェテラス等を設け、特に賑わい創出に寄与すると

認められる屋外施設を設けたもの 
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表４  【β】 

子育て支援施設の特例 

■対象施設 

幼稚園・保育所・キッズコーナー等の子育て支援に寄与する施設（認可

外保育施設にあっては認可外保育施設指導監督基準に基づき市の担当部

局の指導を受ける施設）の整備を行った計画建築物で、その用途に供す

る部分の床面積が５０㎡以上であるもの。 

■割増面積 

割増面積＝（子育て支援施設に供する部分の床面積）×Kｉ×Kｊ 
■割増面積の上限 
２００㎡（賑わい創出型は３００㎡）を上限とする。 

高齢者支援施設の特例 

■対象施設 

通所及び短期宿泊でのサービスの提供により在宅高齢者の居住を支援す

る高齢者支援施設（介護保険法に基づき福岡県又は市の指定を受ける予

定のもの）の整備を行った計画建築物で、その用途に供する部分の床面

積が１００㎡以上であるもの。 

■割増面積 

割増面積＝（高齢者支援施設に供する部分の床面積）×Kｉ×Kｊ 
■割増面積の上限 
２００㎡（賑わい創出型は３００㎡）を上限とする。 

医療施設の特例 

■対象施設 

診療所・病院等の医療施設の整備を行った計画建築物。 
■割増面積 

割増面積＝（医療施設に供する部分の床面積）×Kｉ×Kｊ 

■割増面積の上限 
２００㎡（賑わい創出型は３００㎡）を上限とする。 

文化施設の特例 

■対象施設 

ホール、ギャラリー、資料館、図書館、地域コミュニティセンター等の

文化施設の整備を行った計画建築物で、その用途に供する部分の床面積

が１００㎡以上であるもの。 
■割増面積 

割増面積＝（文化施設に供する部分の床面積）×Kｉ×Kｊ 

■割増面積の上限 
２００㎡（賑わい創出型は３００㎡）を上限とする。 

その他の施設の特例 

β 
 

■対象施設 

地域住民の保健・福祉・医療等の向上を支援する施設の整備を行った計

画建築物で、その用途に供する部分の床面積が１００㎡以上あり、特に

中心市街地再生に寄与すると認められるもの。 

■割増面積 

割増面積＝（施設に供する部分の床面積）×Kｉ×Kｊ 

■割増面積の上限 
２００㎡（賑わい創出型は３００㎡）を上限とする。 

※ 施設の管理運営が、将来にわたり適切に行われるものであること。 
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４ 計画建築物の敷地が計画道路を含む場合の延べ面積の算定 

計画建築物の敷地内に、都市計画において定められた都市計画道路（法第４２条１項４号に該当

するものを除き、以下「計画道路」という）があり、その計画道路部分に公開空地を設ける場合に

おいては、その計画道路が道路になった段階においても残りの敷地において総合設計許可基準を満

足するよう、２段階のチェックを行うこととする。 

 
５ 自動車車庫に関する容積率の割増し特例 

次のいずれかに適合する計画建築物は、第６第３項に基づく容積割増後の延べ面積に加算して、

第２項の規定に基づく割増容積率の範囲内で特別な容積率の割増しを行うことができる。 

（１） 中心市街地内において、都市の適切な高度利用及び敷地内空地の確保とあわせて、周辺の

路上駐車を解消し市街地環境の整備と道路交通の改善に寄与する建築物で、一般公共の用

に供される自動車車庫を設置する建築物 

（２） 用途地域内の共同住宅で、必要な自動車を確保し併せて敷地内空地を居住者のコミュニテ

ィ形成の場として活用される等により質の高いものとするために、全住戸数以上の自動車

を収容する附属自動車車庫を地下に設けるもの。 

加算の基準 

加算できる面積は、駐車施設の必要性、地域への貢献度等に応じて、当該施設部分（令

第２条第１項第４号及び第３項の規定により延べ面積に算入しないこととされる部分を

除く。）の床面積の範囲内で特定行政庁が相当と認める面積とする。また、その面積は、

計画建築物の公開空地による容積割増の１／２を限度とする。 

 
６ 他の都市計画による緩和措置との併用 

高度利用地区、地区計画その他の都市計画により、容積率等の緩和を伴う制度の適用を受ける計

画建築物は、対象外とする。 

 
  ７ 法第５２条第１４項による容積率緩和に関する許可との併用 

    原則として、容積率緩和に関する許可を受けた建築物については、総合設計制度による容積率の

割増しは適用しない。 
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第７ 絶対高さ制限に関する緩和（第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域） 

１ 絶対高さ制限に関する緩和の計画建築物の要件 

絶対高さ制限に関する緩和に係る許可を受けようとする計画建築物は、第４の第１項から第 11項

までのすべての条件を満たしていなければならない。 

  
２ 絶対高さ制限に関する緩和 

許可による絶対高さ制限に関する緩和は、敷地の各辺（単純な形状の多角形の敷地にあっては敷

地境界線、多角形でない敷地又は複雑な形状の多角形の敷地にあっては、当該敷地を単純な多角形

に近似した場合の各辺をいう。以下同じ。）において、Ｓｉ’がＳｉ以下であるものとする。この

場合においては、Ｓｉ’とはＯｉ（各辺についてその中点から１６ｍの距離だけ外側にある点をい

う。）を通る鉛直線上の各点を視点として建築物の各部分を各辺上の鉛直面に水平方向に投影した

図形の面積（以下「立面投影面積」という。）とし、Ｓｉとは各辺の長さに当該地域において都市

計画で定められた建築物の高さの最高限度（１０ｍ又は１２ｍ）を乗じて得た値とする。 

 
 
 

 
１５



第８ 道路斜線制限等に関する緩和 
１ 道路斜線制限及び隣地斜線制限に関する緩和の計画建築物の要件 

道路斜線制限及び隣地斜線制限に関する緩和に係る許可を受けようとする計画建築物は、第４の

第１項から第 11項までのすべての条件を満たしていなければならない。 

 
２ 道路斜線制限及び隣地斜線制限に関する緩和 

(1) 許可による道路斜線制限及び隣地斜線制限に関する緩和は、敷地の各辺においてＳｉ’がＳｉ

以下であるものとする。この場合において、Ｓｉ’とはＯｉ（各辺についてその中点から次に掲

げる区分に従い、①、②又は③に掲げる距離だけ外側にある点をいう。）を通る鉛直線上の各点

を視点とした立面投影面積とし、Ｓｉとは各辺において法第５６条第１項第１号及び第２号並び

に第２項の規定によって許容される最大の立面投影面積とする。 

① 第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域 

道路に接する各辺においては当該道路の幅員に法第５６条第２項の規定による当該建築物の

後退距離（以下「後退距離」という。）を加えた距離 

② 第１種中高層住居専用地域、第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域 

道路に接する各辺においては当該道路の幅員に後退距離を加えた距離 

その他の各辺においては、１６ｍ（高さが２０ｍを超える部分を有する建築物にあっては、

１６ｍに当該部分から隣地境界線までの最小距離を加えた距離） 

③ 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域（以下「非住居系地域」

という。） 

道路に接する各辺においては当該道路の幅員に後退距離を加えた距離 

その他の各辺においては、１２ｍ（高さが３１ｍを超える部分を有する建築物にあっては、

１２ｍに当該部分から隣地境界線までの最小距離を加えた距離） 

(2) 高さが１００ｍを超える計画建築物に関する前号の規定の適用については、次の①、②及び③

の合計をもって前号のＳｉ’とする。 

① 建築物の高さが１００ｍ以下の部分の立面投影面積 

② 建築物の高さが１００ｍを超え１５０ｍ以下の部分の立面投影面積に１／２を乗じて得たも

の 

③ 建築物の高さ１５０ｍを超える部分の立面投影面積に３分の１を乗じて得たもの 

(3) 前面道路の反対側の境界線から敷地の各辺までの水平距離に後退距離を加えたものが法別表 

第３（は）欄に規定する距離を超える計画建築物の部分の立面投影面積は、道路に接する各辺の

Ｓｉ’に含めないものとする。 

 
３ 北側斜線制限に関する緩和 

 第１種低層住居専用地域及び第２種低層住居専用地域においては、北側斜線制限は原則として

緩和しないものとする。ただし、階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、隣地に対する日照

条件を十分考慮したものについては、この限りでない。 
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４ 計画建築物の敷地が道路斜線制限等の高さの制限が異なる地域又は区域の内外にわたる場合の取

扱い 

(1) 敷地が法第５５条第１項又は法第５６条第１項第１号、第２号若しくは第３号の規定による建

築物の高さの制限が異なる地域又は区域の内外にわたる計画建築物に関する第２項の規定の適用

については、敷地の各辺の中点から次の①又は②に掲げる距離だけ外側にある点をもって第２項

第２号のＯｉとし、各辺において法第５５条第１項又は法第５６条第１項第１号、第２号若しく

は第３号の規定によって許容される最大の立面投影面積をもって第２項第１号及び第２号のＳｉ

とする。 

① 道路に接する各辺においては当該道路の幅員に後退距離を加えた距離 

② その他の各辺においては次の式によって算出した距離 

（１６×Ｌ１＋Ａ２×Ｌ２＋Ａ３×Ｌ３）／Ｌ  

Ａ２：１６ｍ（高さが２０ｍを超える部分を有する建築物にあっては、１６ｍに当該部

分から隣地境界線までの最小距離を加えた距離） 

Ａ３：１２ｍ（高さが３１ｍを超える部分を有する建築物にあっては、１２ｍに当該部

分から隣地境界線までの最小距離を加えた距離） 

Ｌ１：各辺のうち、第１種低層住居専用地域又は第２種低層住居専用地域に存する部分

の長さ 

Ｌ２：各辺のうち、第１種中高層住居専用地域、第１種住居地域、第２種住居地域又は

準住居地域に存する部分の長さ 

Ｌ３：各辺のうち、非住居系地域に存する部分の長さ 

Ｌ ：各辺の長さの合計（Ｌ＝Ｌ１＋Ｌ２＋Ｌ３）  

ただし、絶対高さ制限及び北側斜線制限の適用される地域又は区域の内外にわたる場合で、当

該地域又は区域に存し、北側斜線制限が敷地境界線から連続して適用される部分において、絶対

高さ制限に関する緩和に係る許可を受けるときは、第７の規定を準用し、道路斜線制限等に関す

る緩和に係る許可を受けるときは、第３項の規定を準用する。 

(2) 前号の規定によったのでは、斜線制限等の高さ制限の部分適用方式（建築物の各部分の高さが

当該部分の存する地域又は区域の制限の適用を受ける方式をいう。）が十分に反映されず、敷地

周辺の環境に不適当であると認められる場合には、前号の規定にかかわらず道路斜線制限等に関

する緩和に係る許可を受ける建築物が道路斜線制限等の高さの制限が異なる地域又は区域の内外

にわたる場合には、計画建築物の敷地を第１種低層住居専用地域又は第２種低層住居専用地域に

存する部分、第１種中高層住居専用地域、第１種住居地域、第２種住居地域又は準住居地域に存

する部分及び非住居系地域内に存する部分に区分し、それぞれの部分について第２項を適用する。

この場合において、「各辺」とあるのはそれぞれ「各辺のうち第１種低層住居専用地域又は第２

種低層住居専用地域に存する部分」、「各辺のうち第１種中高層住居専用地域、第１種住居地域、

第２種住居地域又は準住居地域内に存する部分」又は「各辺のうち非住居系地域内に存する部分」

と読み替え、Ｓｉとは当該部分について法第５６条第１項第１号、第２号又は第３号の規定によ

って許容される最大の立面投影面積とする。 
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第９ 公開空地等の標示及び維持管理 
１ 標示 

(1) 公開空地 

建築主又は所有者、管理者若しくは占有者（以下「所有者等」という。）は、当該公開空地等

が法に基づいて設けられたものである旨及び特定行政庁により深夜等の閉鎖が認められた公開空

地にあってはその公開時間を、様式第１号により公開空地内の適当な場所に標示しなければなら

ない。 

(2) 計画建築物等 

当該施設が中心市街地再生型総合設計による容積加算を受けた場合、所有者等は、建築物の玄

関部分等適当な場所に建築物の要件等を様式第２号により標示しなければならない。 

(3) 所有者等は、第６第５項により駐車場の特例の適用を受けた場合、駐車場の出入口又は敷地内

の適切な場所に、当該駐車場が当該特例の適用を受けた一般公共の用に供されるものである旨を

様式第３号により標示しなければならない。 

(4) 前三号の標示は銅板、ステンレス板、陶板等の耐候性、耐久性に富み、かつ容易に破損しない

材質で、周囲の環境と調和するような標示板としなければならない。 

 
２ 公開空地等の維持管理 

(1) 所有者等は、許可要件及び次の事項を十分認識し、建築物及び公開空地が将来にわたって常時

適法であるように適切に維持管理しなければならず、公開空地等の維持管理者を選任し、 様式

第４号を提出しなければならない（変更する場合も同様）。また、建築主等及び維持管理者は適

切に維持管理することについて、様式第５号による誓約書を提出しなければならない（売買等に

より変更が生じた場合も同様）。 

① 公開空地の維持管理 

 イ 総合設計制度による建築物である旨 

 ロ 総合設計制度の趣旨及び公開空地の定義 

ハ 原則として公開空地の変更又は転用禁止（ただし、特別な事情によりやむを得ず公開空地

等の形態を変更する場合は、建築物の所有者又は管理者は、様式第６号を提出し、特定行政

庁の承認を受けなければならない。) 

ニ 公開空地の費用負担の原則 

ホ 所有者等による公開空地の図面等の保管 

② 建築物等の維持管理 

イ 許可要件となる施設及び駐車場の転用禁止 

ロ 所有者等による許可要件となる建築計画の図面等の保管 

(2) 所有者等は、総合設計許可に係る許可要件等について、様式第７号により適正に維持管理され

ていることを一年毎に特定行政庁に報告しなければならない。 

(3) 所有者等及び宅地建物取引業者は、当該建築物又は敷地を第三者に売買し、譲渡し、又は賃貸

（以下「売買等」という）する場合には、売買契約書（賃貸にあっては賃貸契約書）、重要事項説

明書、管理規約、パンフレット、広告等に前２号に掲げる事項を明記し、買い主又は入居者等に十

分周知しなければならない。また、売買等の相手方は、維持管理に関する建築主等としての義務を

継承するものとする。 
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第１０ 広告物の掲出及び設置 
許可を受けた建築物及びその敷地内では、原則として広告物を掲出し、又は設置してはならない。

ただし、次の掲げるもの又は建築物と一体としてデザインされ、都市の景観上も特に優れていると認

められるものとして様式第８号により特定行政庁の承認を受けたものについてはこの限りでない。 

① 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は建築物の名称であること。 

② 建築物の外壁面（ガラス面を除く。）に掲出するもの又は地上に設置するものであること。 

③ 周囲の景観に調和した色調とし、点滅し、又は動く看板は原則として設置しないこと。 

④ 地上に設置するものは、通行の妨げとならないこと。 

⑤ 地上に設置するものは、原則として公開空地等に設けないこと。 

⑥ 建築物の壁面に掲出するものは、原則として４（一の広告で２面以上にまたがる場合は、１壁

面につき１と算定する。）以下であること。 

⑦ 地上に設置するものは、原則として２以下とすること。 
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第１１ 許可申請手続 
１ 手続きの流れ （フローチャート）     

 
「関連部局」 

 

事前の調整・指導 

 

 

事 前 協 議 

 

 

 

 

 

 

 

再 協 議 

 

 

 

合議など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建築確認後、着工   

    

 

 

 

 

 

 

「申 請 者」 

 

基 本 設 計 

 

 

事 前 協 議 

 

実施設計・標識設置*1

 

事前審査資料作成 

 

 

 

再 協 議 

 

申請書作成 

 

 

 

提 出 

 

建築審査会 

資料作成 

 

 

 

 

   ● 

 

建築確認申請 

建築工事完了時 

報告書の提出 

 

（以後、定期的に） 

管理報告書の提出 

 

「特定行政庁」 

 

関連部局との 

調整・指導 

 

事 前 協 議 

 

 

 

審査会に提出 

 

審査会の結果 

 

再 協 議 

 

 

 

 

 

受 付 

 

建築審査会の 

同意を求める 

 

 

許可通知 

 

不許可通知 

 

 

 

現地完了調査 

 

 

 

「建築審査会」 

 

 

 

 

 

 

 

※大規模建築物は２回 

事 前 審 査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審 査 

 

同 意 

 

不 同 意 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
                                               

設

 
２

*1）久留米市建築紛争の予防と調整に関する条例に基づく標識
０



２ 近隣説明等 

総合設計制度適用にあたり、計画地及びその周辺の状況を調査し、久留米市建築紛争の予防と

調整に関する条例に基づく下記の手続きを行うとともに、特定行政庁及び関連部局との協議調整

をおこなうこと。 

・予定建築物の事前標識の設置 

・近隣説明 

標識設置位置及び設置数は協議すること 

近隣説明の範囲は紛争予防条例に同じ 

 
３ 事前審査 

   事前審査の手続きは次のとおりとする。 

    (1)事前審査の申請を事前協議書により、審査会開催日１０日前迄に行うものとする。 

    (2)事前審査の申請時に事業計画を記載した書類並びに標識設置報告書又はその写しの提出 

    (3)事前審査に必要な資料は、第６項に定める「建築審査会に必要な資料」とする。 

延べ面積が１０，０００㎡以上の大規模建築物は、原則として事前審査を２回以上行うものと

し、２回目の事前審査時に「事前説明報告書」を提出すること。 

 
４ 許可申請書 

許可申請をしようとする者は、久留米市建築基準法施行細則第４条に定める許可申請書に、表１

に掲げる書類を添え、A４版に製本し、特定行政庁に２部提出しなければならない。 

 (1) 共通 

①理由書（許可を必要とする理由を記載し、建築主が署名捺印したもの） 

②事前説明報告書（紛争予防条例に基づく近隣説明を行った場合） 

③用途地域図（１／１０，０００程度）（計画建築物の敷地の位置を記入したもの） 

④付近現況図（１／２，５００程度）（周囲半径２００ｍの範囲の建築物を主要用途別に着色

し、敷地周囲の建築物については、階数を記入したもの） 

⑤現場周辺状況写真 

⑥設計概要書（様式第９号） 

⑦透視図（又は模型）（主要な公開空地及び建築計画が把握できるもの） 

⑧配置図（前面道路（歩車道別）幅員、建築物位置等を明示したもの） 

⑨敷地面積求積図 

⑩床面積求積図 

⑪公開空地計画図（１／３００以上）（公開空地の施設、標示板の位置及び植樹計画等を記入

し、公開空地の範囲を朱書きラインで区分し、公開空地が接する階の建物平面図を記載し、

公開空地及び建物へのアプローチの設計を明示したもの） 

⑫公開空地面積求積図（実面積及び有効面積及び緑化率を明記したもの） 

⑬福祉規則第条６第２項各号に掲げる図書（他の図書と兼ねることができる。） 

⑭各階平面図（１階平面図は、配置図を兼ねることができる。） 

⑮立面図（４面とし、一般規制による斜線制限を記入したもの） 

⑯断面図（２面以上とし、建築物の高さ、塔屋最高高さ及び居室の天井高さを記入し、前面道

路及び隣地との高さの関係も明示したもの） 
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⑰建築物総合環境評価制度に基づく評価（延べ面積２，０００㎡以上の建築物に限る。） 

(2) 容積率の緩和 

①将来にわたり、適正に維持管理できると証するもの 

②住戸タイプ別平面図（共同住宅の場合、１／５０～１／１００） 

③共同住宅の附属自動車車庫の特例を受ける場合、当該特例内容が確認できるもの 

(3) 絶対高さ制限、道路斜線制限等の緩和 

①立面投影面積算定図（敷地の各辺の位置及びＯｉ点を明確にし、Ｓｉ及びＳｉ’を算定し記

入したもの） 

   (4) その他 

①日影図（法第５６条の２の規定、本要綱第４第５項に基づく場合等） 

②その他 土地登記簿謄本等、計画建築物の状況により必要な資料 

 
５ 建築審査会に必要な資料 

第４項の図書の内、（１）①、③、④、⑥、⑦、⑧、⑪、⑫、⑭、⑮、⑯、（４）①、その他必

要として指示された資料を A３又は A２の同一サイズにて、平綴じで１２部製本し提出すること。 

 
６ 工事完了以降の手続き 

(1)工事完了時の報告等 

工事完了後、様式第４号、様式第５号及び様式第６号を特定行政庁に提出の上、現地立会検査を

受けること。 

 
(2)工事完了後の報告等 

公開空地等の維持管理状況について、第９第２項（２）の規定により、特定行政庁に報告するこ

と。公開空地等の維持管理責任者の変更についても同規定により、適宜報告すること。 

 
 
 

附則 

この要綱は、平成２０年８月１日から施行する。 
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